
京都市告示第   号 

生活保護法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平

成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第２項において準用する場

合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定に基づき，生活保護法による医療

扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号（改正法附則第４条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する医療支援給付のための医療を担当させる機関を，次のと

おり指定しました。 

平成２６年９月３０日 

京都市長 門川大作   

医療機関指定 

名   称 所   在   地 指定年月日 

医療法人健幸会 むかい

じま病院 

伏見区向島四ッ谷池５番地 平成 26年 7月

1日 

医療法人社団喜志会 梶

田泌尿器科クリニック 

中京区烏丸蛸薬師下る手洗水町６５２番地

親友会烏丸ビル５階 

平成 26年 7月

1日 

中西医院 下京区七条通烏丸東入真苧屋町２２０番地

３オグシビル４階 

平成 26年 7月

1日 

まさみ眼科クリニック 山科区東野百拍子町２１－２大翔第二ビル

１階Ｔ１号 

平成 26年 8月

1日 

医療法人杉本こども歯科

クリニック 

西京区桂春日町６７番地１グランレブリー

桂ＰａｒｔⅡ 

平成 26年 7月

1日 

太子道ゆう薬局 中京区西ノ京南上合町７２番 平成 26年 7月

1日 

オレンジ薬局 聚楽店 中京区聚楽廻南町３０－１３ 平成 26年 8月

1日 

ウエルシア薬局 右京西

院月双店 

右京区西院月双町２２ 平成 26年 7月

1日 
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名   称 所   在   地 指定年月日 

京都桂ハートフル薬局 西京区樫原盆山５番地 平成 26年 7月

1日 

ジャパンファーマシー薬

局 大原野店 

西京区大原野上里鳥見町１４－９ １階 平成 26年 8月

1日 

アイランド薬局 山科東

野店 

山科区東野八代６番１ 平成 26年 7月

1日 

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


